
ケアマネジャー
　ケアマネジャーは介護が必要な人と、福祉・医療・保健のサービスとを
結ぶ架け橋となります。要介護の認定を受けた人のために最適なケアプラ
ン（居宅サービス計画）を立て、本人や家族とサービス事業者との間に立っ
て、より良いサービスとなるように管理、調整します。

本人やその家族から話を聞きなが
ら、今後の生活を一緒に考えます。
困りごとは何か、何ができて何がで
きないか、これからどのように暮ら
していきたいかなどを確認します。

要介護度別に1か月に利用できる介
護サービスの上限額が定められてい
るので、心身の状態や家族の事情に
合わせてプランを作ります。できるだ
け自立した生活を送ることができる
ように、生活の目標を立てて、どのよ
うに支援するかを考えます。

サービス担当者と要介護者本人・家
族、医師や看護師などを集めて支援
の内容を具体的に話し合います。
サービス開始後も、本人の心身の状
況や家族の事情などの変化に伴い、
変更・改善すべきところがないかを
常にチェックします。

要介護者の課題の把握 ケアプランの作成 介護サービスの調整や管理

　ケアマネジャーは、あなたの希望する在宅療養
生活に必要な支援について、一緒に考えます。

気軽に相談してください！

利用者と二人三脚で
在宅療養を支えます

ホームヘルプサービス
ホームヘルパーが自宅を訪問して
身の回りのお世話をします
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在宅療養を支えるメンバー

在宅療養を支えるメンバー

※介護保険で要支援となった方は、
お住まいの地区の高齢者支援総
合センターにご相談ください。

区が指定した薬局の窓口で無料
で配布しています。対象薬局につ
いてはお問い合わせください。
【問い合わせ先】保健計画課
☎ 5608-1305

24時間対応なので安心!
　自宅内で急病等により緊急事態に陥ったとき、専用通報
機または胸に掛けたペンダントのボタンを押すことによ
り、受信センターに通報されます。
　受信センターでは、看護師等の資格を持ったスタッフが
３６５日２４時間体制で対応し、必要に応じて救急車の手
配や親族等への連絡を行うほか、健康相談にも対応しま
す。なお、在宅時の異常を判断して自動通報する「安否確
認センサ」を有料で取り付けることもできます。
●対象となる方
・65歳以上の墨田区民
・ひとり暮らし又は高齢者の
みの世帯
・固定電話のある方
　（ペースメーカーを使用し
ている方は、一部利用上
の注意があります。） 
●利用者の負担金（月額利用料）
・救急通報システム　２,６１８円・500円・0円 （利用者
の身体状況や所得の状況により異なります。）
・安否確認センサ　1,000円
【問い合わせ先】 高齢者福祉課 支援係
☎ 5608-6168

救急通報システム 住宅改修費の助成

車いすの貸出し・杖の支給

墨田区救急医療情報キット

歩行でお困りの方に
　墨田区内在住で車いすを一時的に必要とされる高齢者
や、障害のある方、病気やけが等でお困りの方に、短期間
無料で車いすをお貸しします。町会・自治会等にもお貸し
します。
　また、杖の使用により、安定した歩行が可能な７５歳以上
で墨田区にお住まいの方に、杖を１回に限り贈呈します。
【問い合わせ先】
すみだボランティアセンター分館
　亀沢3-20-11 関根ビル4階　☎ 5608-2940 
すみだボランティアセンター
　東向島2-17-14　☎ 3612-2940

自宅の環境改善で負担を解消
　自宅での行動を容易にするための住宅改修費用を助成
します。
※工事着手前の申請が必要になります。
●対象となる方
　墨田区内在住でおおむね６５歳以上
●対象工事
　手すりの取付け、床段差の解消、洋式便器への取替え等
●助成金額
　２０万円（上限）
※所得等により、一部本人負担が生じます。
【問い合わせ先】高齢者福祉課 相談係 ☎ 5608-6171

シルバーカーの給付
歩行でお困りの方に
　歩行に障害があると認められる方に、シルバーカーを給
付します。
●対象となる方
　６５歳以上で在宅の墨田区民
●利用者の負担金
　購入価格の１割・２割または３割負担
※所得等により費用負担がない場合あり
【問い合わせ先】高齢者福祉課 支援係 ☎ 5608-6168

区内指定薬局で無料配布!
　緊急時や災害時に駆け付けた救急隊が迅速かつ適切な
救急活動を行えるよう、「救急医療情報キット（写真）」を
配布しています。このキットはかかりつけ医療機関や服薬
内容等の医療情報、緊急連絡先などを記入した情報シー
トと、保険証の写しなどを専用の容器に入れ、ご自宅の冷
蔵庫で保管していただくものです。

在宅療養

お役立ち情報
緊急時の備え 衣食住

介護認定を

受けていな
くても

利用できる

ホームヘルプの３つのサービス

※生活援助は、ひとり暮らしなどの場合に利用できます。

入浴や排せつの介護を行います。

ホームヘルパーの資格を持つ者が、自らの運転す
るタクシーなどへの乗車・降車介助を行います。

身体介護

通院等のため
乗車・降車介助

掃除や洗濯、食事の用意などを行います。生活援助



配食みまもりサービス シルバー人材センター

在宅療養支援病床確保事業

認知症家族介護者教室

オレンジカフェすみだ

ミニサポート事業

安否確認サービス
　高齢者に配慮した栄養バランスのとれた食事の配達を
通じて、利用者の安否確認を行います。
・普通食
・カロリー調整食
・たんぱく質調整食
などがあります。
●対象となる方
　65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方
（家族同居で日中ひとりになる高齢者の方も含みます。）
で買物、調理が困難かつ見守りを必要とする方
●利用者の負担金
・配達１回あたり３５０～８９０円
※事業者により異なります。
【問い合わせ先】
高齢者福祉課 支援係 ☎ 5608-6168

家事援助サービス
　シルバー人材センターの会員が、ご家庭の簡単な家事を
お手伝いするサービスです。
【家事援助サービスの例】
・日常清掃　・換気扇掃除　・電球交換　・近隣の買物　等
【料金】１時間あたりの単価
　●継続（毎週、隔週、毎月 等、定期的に実施するもの） 
 1,214円（税込)　
　●単発（継続以外）　1,607円(税込)   
　※換気扇掃除 ・プロペラ型　1,607円(税込)
 ・シロッコ型　3,224円(税込)
【問い合わせ先】墨田区シルバー人材センター
URL  https://webc.sjc.ne.jp/sumida/
文花 1-32-1-101 ☎ 3616-5048

ちょっとした困りごとをお手伝い
　高齢の方や障害のある方の日常生活でのちょっとした困
りごとに、協力員が訪問してお手伝いするサービスです。
専門的な技術を必要としないもので、おおむね30分以内
で終了する軽易な活動をお手伝いします。
●サービス内容　電球・蛍光灯の交換、小さな家具の移
動、体調を崩したときの近所への買い物など
●費用　30 分あたり 400 円
【問い合わせ先】
ミニサポート事業担当(すみだボランティアセンター分館
内)亀沢3-20-11　関根ビル4階　☎ 5608-3246

すみだハート・ライン21
会員制有料在宅福祉サービス
　地域の皆さんにサービスの担い手「協力会員」になって
いただき、日常生活で手助けを必要としている高齢者や障
害がある方、産前・産後の方などの「利用会員」に、家事
援助を中心とした有料の在宅福祉サービスを提供してい
ます。（事前に登録が必要です。）
●サービス内容　家事援助（掃除・食事の支度など）
　外出付き添い（通院、散歩、買い物など）
●サービスの提供日時　毎日（土・日・祝日含む）
　午前７時～午後８時
●利用料金　1時間700円～900円　＊年会費1,000円
　が必要です
【問い合わせ先】すみだハート・ライン21事業室（月曜～
金曜　午前9時～午後5時）　亀沢3－20－11　関根ビ
ル4階　☎5608－8102

認知症の方や家族等が気楽に集う
　認知症の方やご家族、介護・医療の専門家が参加するカ
フェです。情報交換や気分転換、ボランテイアの活躍の場
としてご利用ください。
【問い合わせ先】
高齢者福祉課　地域支援係　☎５６０８－６５０２

一時的な入院病床を確保
　在宅療養中の高齢者やそのご家族が地域で安心して生
活し、医療介護福祉従事者が不安なく在宅療養に携われ
るために、病状の急変時等（意識障害・呼吸困難等ただち
に救急車を呼ぶ必要がある場合は１１９番通報してくださ
い。）に、速やかに入院治療を受けるための病床を確保し
ています。利用の要件や手続きなどくわしくはお問い合わ
せください。
【問い合わせ先】　保健計画課　☎5608-1305

認知症介護者同士の交流と介護の勉強
　高齢者支援総合センターごとに、介護者同士の交流会
や介護に役立つ知識の勉強会などを行っています。
【問い合わせ先】
高齢者支援総合センター（11～13ページ参照）

認知症介護支援

その他

22 23

よくある質問在宅療養…

1ひとり暮らしでも
在宅療養は
可能でしょうか？
解決の方法を
一緒に考えましょう

　関係者と相談しながら、在宅で暮らしていける方
法を見つけましょう。自分の思いやかかる費用の面
で納得できるまで話し合って一緒に考えていくこと
ができます。
　かかりつけ医や担当ケアマネジャー、高齢者支援
総合センターにご相談ください。なお入退院時には
病院の医療ソーシャルワーカーや退院支援看護師
などの相談担当への相談も可能です。

A
2 訪問のお医者さんには

どのくらいの頻度で
診てもらえますか？
体調に応じて
対応できます

　本人の体調が悪い場合は連日訪問したり、体調が
安定している場合は月１回訪問するなど、状態に応じ
て対応が可能な場合がほとんどです。
　また、退院の際に点滴や人工呼吸器などの医療機
器が必要になった場合、必要な機器が入手可能か、対
応できる訪問医師や訪問看護師がいるかどうか、本
人や家族の状況などを、関係者で話し合い総合的に
考えていきます。
　詳しくは病院の医療ソーシャルワーカーや退院支
援看護師、ケアマネジャーにご相談ください。

A

3最近、薬が飲みづらいと
思うことがあって
飲み残してしまいます
薬の飲み方に
自己判断は禁物です

　飲みにくい原因はたくさんあります。医師や歯科医
師に相談しましょう。また薬剤師は飲みやすい薬（口
の中で溶ける錠剤など）のアドバイスができますの
で、ご相談ください。
　残った薬を自己判断で飲んだり、他の人にあげて
は絶対にいけません。お薬の整理に「節薬バッグ」を
ご活用ください。
　薬の飲み忘れや管理なども薬剤師にご相談くださ
い。歩行困難などで薬局に行けない方は、薬剤師の訪
問を利用できる場合があります。

A

【節薬バッグ】
　飲み忘れたり、飲み残した薬はこのバッグ
に入れて薬局に持ってきてください。薬につ
いての思い違いや、困りごとの解決につなが
ることもあります。区内の指定薬局にて無料
で配布しています。

お薬についての
悩みや困りごと
解決！


